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第第第第２２２２回回回回    久留米市障害者計画等策定委員会久留米市障害者計画等策定委員会久留米市障害者計画等策定委員会久留米市障害者計画等策定委員会    議事録議事録議事録議事録    

 

開催要領 

１．開催日時：平成 18年 8月 31 日（木）13 時 00 分～15時 00 分 

２．会  場：久留米市庁舎 3 階 305 会議室 

３．出席委員：平岡委員、磯田委員、上野委員、江島委員、大森委員、北村委員、 

児玉委員、城島委員、白石委員、立石委員、馬場委員、日野委員、 

古川委員、光益委員、南嶋委員、高柳委員、井上委員 

４．欠席委員：なし 

５．傍聴者数：1 名 

 

議事次第 

１．開会 

２．議事 

（１）作業部会の設置（案）について 

（２）検討課題等について 

・計画に係る課題等について 

（３）インタビュー調査の概要（案）について 

（４）障害福祉計画に関する基本指針（案）について 

（５）その他 

３．閉会 

 

配布資料 

・第２次障害者福祉長期行動計画での施策評価 

・久留米市障害者（児）実態調査（平成 17年度実施） 

・平成 18度久留米市民意識調査 

・障害福祉計画の基本的指針に係る国の資料 

① 基本的指針（平成 18 年 6月 26 日厚生労働省第 395 号） 

② 障害福祉計画の策定に向けて（平成 18年 5月 15 日全国障害福祉計画担当者会議 資料 1） 

③ サービス見込量算出の基本的考え方について（     〃     資料 2－1－1） 

④ 障害福祉計画におけるサービス見込量の単位について（   〃   資料 2－1－2） 

⑤ 精神障害者の退院支援と障害福祉計画（      〃      資料 3） 
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議事要旨 

１．開会 

・事務局 みなさん、こんにちは。時間になりましたので、南嶋委員がお

見えになる予定ですが、出席の連絡をいただいていますので、

時間もございますので会議は始めさせていただきたいと思いま

す。それでは第２回久留米市障害者計画等策定委員会を始めさ

せていただきます。前回の会議にご欠席の委員を紹介させてい

ただきます。井上委員でございます。平岡委員でございます。

高柳委員でございます。それでは早速会議に入らせていただき

ます。前回の策定委員会の中で委員長に平岡委員をということ

で席についていただいていますので、これからの議事を平岡委

員長にお願いしたいと思います。ご挨拶からよろしくお願いし

ます。 

・委員長 みなさん、こんにちは。前回は公務出張で出席できず、みなさ

んに失礼をしてしましました。今回、策定委員会の委員長を仰

せ付かり、是非みなさんのご協力を得ながら、久留米市で生活

されている障害のある人たちが安心して生活できる障害者計画

の策定にご尽力いただきたいと思います。介護保険制度も大き

く変わり、この４月からは障害者自立支援法が一部施行され、

さらに 10月から全面的に実施され、障害者施策も大きく変わろ

うとしている中で、新たに久留米市では基本計画と障害者自立

支援法で求められている障害福祉計画の策定にあたらなければ

いけないということでございます。今日から限られた時間で、

厳しいスケジュールの中で策定していくことになると思います

が、是非みなさんのご協力を得ながら実効性の伴う計画を作り

上げていければと強く願っています。今後ともよろしくお願い

したいと思います。まず、この策定委員会の傍聴を希望されて

いる高田さんという方が１名おられます。傍聴していただくこ

とに異議はございませんか。それでは議事次第に沿って進めた

いと思います。目安は３時までとなっています。できるだけこ

の時間内に委員会を終えたいと思います。今日は４つ議題があ

ります。作業部会の設置（案）ということで、みなさんにお諮

りすることになっています。それから検討課題等について、イ

ンタビュー調査の概要（案）について、障害福祉計画に関する

基本方針（案）についてです。 
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２．議事 

（１）作業部会の設置（案）について 

○事務局より次第資料『障害者計画等策定委員会 作業部会の設置について（案）』を

説明 

委員長 ありがとうございました。今回、計画を策定する上で策定委員

会の下部組織として作業部会を設置したいということです。そ

して現在、７名の作業部会専門員が決まっていて、残り３名を

早急に補充し、作業部会を中心に素案を作っていきたいという

ことです。その作業部会設置の基本的な考え方、あるいは構成、

タイムスケジュールは説明のとおりです。今の説明について何

かご質問、ご意見等ありましたらご発言いただきたいと思いま

す。設置する主旨、目的、基本的な考え方について、ご意見は

ありませんか。よろしいでしょうか。はい、それでは早速です

が作業部会を立ち上げ、専門員のみなさんに計画の骨子を作っ

ていただきます。スケジュールが書いてありますが、タイムリ

ミットの 10 月末までに素案を作成することになっています。た

だし、策定委員のみなさんも時間的に余裕がありましたら、作

業部会でどういうことが検討され、話されているのか、ご出席

いただければと思います。一応（策定委員の）割り振りはされ

ていますが、できるだけこの領域に出席していただきたいです。 

事務局 作業部会にも報酬を用意しています。金額的には一緒ですが、

事前に手続き等がありますので、できれば確定をしておきたい

です。委員の方で、どうしても他の部会がいいということがあ

りましたら、前もってご連絡をいただければ対応させていただ

きます。 

委員長 原則として割り振られている分野に、ということですが、もし

（他の分野がいい）という場合は、前もって事務局に申し出て

いただきたいということです。よろしいでしょうか。それでは

作業部会設置について、こういう形で進めさせていただきます。

ありがとうございます。この割り当てでよろしいでしょうか。 

委 員 作業部会の専門員はどういう割り当てになっていますか。 

委員長 全員関わるということです。 

事務局 作業部会を開催する折には作業部会の委員は全員出席というこ

とです。進め方としては、順番は作業部会で論議しますが、分

野ごとに進めていきます。分野ごとに検討する際、策定委員の



4 

方に参加をいただきます。そのときは進行もあるので、ご連絡

します。 

委 員 施策分野ごとのスケジュールが明示されるということですね。 

委 員 全て重要な問題だから、全てに関わりたいと思いますが。 

委員長 それは申し出てもらったらよろしいのでしょうか。 

事務局 ご参加いただくのは結構ですが、ただ予算の関係で、任意でご

参加いただく委員は、申し訳ありませんが手弁当ということで

お願いしたいと思います。 

委 員 それはいいです。 

委員長 割り振り以外の分野へ参加される場合は、手弁当でお願いしま

す。 

委 員 各分野のスケジュールを私たちは分かるということですね。 

事務局 事前にご連絡を差し上げます。部員の方には、次回作業部会の

分野検討項目というのがあります。 

副委員長 そういうスケジュールを連絡されるのは大変なので、メールと

かで見えるようにしていただけたらいいと思います。 

事務局 メールアドレスをいただければ、そちらに連絡することもでき

ます。 

委員長 では、議題１は承認いただいたということで、終わらせていた

だきます。 

 

 

（２）計画に係る検討課題等について 

○事務局より配布資料『久留米市第２次障害者福祉長期行動計画』（資料１）、『久留米

市障害者（児）実態調査』（資料２）、『平成 18度久留米市民意識調査（速報版）』（資

料３）を説明 

委員長 ありがとうございました。検討課題について、これまでの久留

米市障害者施策の流れ、どういう取り組みがなされてきたか。

まず、実態調査が行われたということでした。かなり分厚い実

態調査ですが、策定委員は調査結果の概要に目を通し、調査結

果から導きだされていることを理解しておく必要があると思い

ます。また、久留米市市民意識調査の障害者に関わる項目につ

いても説明をいただきました。それを含めて、計画を策定して

いく上で、５つの領域でこういった項目が検討される必要があ
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るのではないかという説明だったと思います。今の事務局説明

で、何かご意見・ご質問はありますか。特に障害者自立支援法

の施行に伴う新しい事業や名称が、生活支援に盛られていると

思います。精神障害のある人への生活支援と精神医療について、

それから就労支援が自立支援法の大きな柱になっているという

ことが厚生労働省から言われています。障害のある人が働くこ

とについて社会全体的な取り組みが、今ようやくまとめられよ

うとしています。こういったことについて作業部会を通して検

討されていきます。 

委 員 検討課題の中の３ページに精神障害者への支援とあります。そ

の中に退院促進や精神障害者退院促進事業、精神障害者退院支

援施設という項目がありますが、これを精神障害者への生活支

援の中に入れるのか、長期入院者を問題として、別の項目で取

り組むのか。退院した精神障害者を生活支援するということな

のでしょうか。 

事務局 こういう項目が課題であるという例示です。それと障害者自立

支援法で精神障害者の退院促進の目標数値がでて、それを特定

するための計画への盛り込みで、それぞれの自治体が計画を策

定する中で、課題としてあるのではないかと挙げています。委

員会等でご論議をいただき、計画にどう盛り込んでいくのかお

示しをいただきたいと思います。 

委 員 だから精神障害者の生活支援であって、長期入院の患者に対す

る生活の場や住居、活動の場を作るための別項目にした方がい

いのではないでしょうか。 

委員長 自立支援法は３障害を一元化して対応していくことに特徴があ

ると思います。児玉委員がおっしゃった精神障害を個別に取り

扱うのか、あるいは３障害全体の中で生活支援として取り上げ

ていくかについては検討する必要があると思います。 

副委員長 児玉委員にお聞きしたいのですが、私は、今言われている意味

でさえつかめません。もう少し詳しく説明してもらえますか。 

委 員 受け入れ条件が整えば退院可能な長期入院患者が精神科にいま

す。いわゆる社会的入院という言葉でとひと括りにされていま

すが、実際には社会的入院でひと括りにされる方ばかりではな

く、一人ひとりの方がいろいろな問題で入院が長期化していま

す。医療施策で入院が長期化している患者を社会で支えていき、
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病床数を減らすことが１番の目的です。今、県で実態調査をし

ています。どういう方が長期入院をしているのか、その方が退

院するためにどういう施設やサービスが必要なのかという調査

が始まったばかりです。そういう調査結果を見ながらやってい

かなければならないし、地域によって必要になるものは異なっ

てくると思います。 

副委員長 勉強しないと分からない分野だと思います。 

委員長 初めに数値目標ありきで進めると、本末転倒になるのではない

かと危惧、心配も無きにしも非ずです。 

委 員 本当に精神障害が重篤で、入院でしか治療できない患者もいれ

ば、ある程度家族が受け入れるとか 24時間サービスを提供され

れば社会で生活できる患者もいます。 

委 員 精神障害者の退院促進の前に、グループホームや家庭状況等、

受け入れ態勢の整備にかかっているのではないでしょうか。そ

れには莫大な費用がかかり、それを十分ここで具体化していく

必要があり、そうしないといくら退院させると言ってもカラ努

力に終わってしまい、それが大きな問題ではないかととらえて

います。 

委員長 貴重なご意見をいただきました。地域移行には地域社会に受け

皿が整っていないと難しいと思います。 

委 員 身体・知的障害者でも入所施設の費用がかかるので、退所した

いという方がかなりいらっしゃいますが、まず住宅の問題が受

け入れの問題としてあります。身体障害者であればバリアフリ

ーでないといけないとか。そういうことを数値目標で計画に盛

り込んでいけばいいと思います。精神障害者の場合は違った理

由で、例えば保証人がいないとか家族の理解がないとかで受け

入れが難しいです。ここにも公的保証人制度を作ってはどうか

という案がでています。病院から退院するにしろ、施設から退

所するにしろ、地域での受け入れ（体制）を作っていくことは

計画に盛り込むことだろうから、練っていく必要があります。 

委 員 精神障害者の個別のケース、社会的入院の方もそうでない方も、

とても難しいと実感しています。難しいということで止まって

いたらこの計画の意味がないので、どうしていったらいいのか

示すことに、この計画の意味があるのではないかと思います。 

委員長 ありがとうございます。時間が制約されている中で、各委員か



7 

らの意見等を含め、計画を策定していくということでよろしい

でしょうか。細かいところでご意見や検討課題、あるいは領域

を変えた方がより適切ではないかというご意見等もあれば、ご

発言をいただきたいと思います。 

委 員 防災について、久留米市は今のところ地震等がありませんので

関係ないかもしれませんが、災害時、知的障害児は避難所で一

緒に生活することができません。車の中で親が見ていたら、避

難所でもらう食料等をもらえなかったというケースの報告があ

りましたので、そういうことを盛り込んでいただければ助かる

と思います。 

委員長 ありがとうございました。事務局、今のご意見よろしいでしょ

うか。 

事務局 そういう項目がドンドンでてきて、計画の内容が変わってくる

と思います。そういうことを作業部会や当委員会で進めていた

だきたいと思います。 

委員長 ありがとうございます。それでは議題２をお認めいただいたと

いうことで、先に進めさせていただきたいと思います。 

 

 

（３）インタビュー調査の概要（案）について 

○事務局より次第資料『インタビュー調査の実施について（案）』を説明 

委員長 ありがとうございました。実態調査の補足的な意味となるので

しょうか、あるいは障害当事者が思っていること、考えている

ことを率直に話してもらうため、インタビュー調査を実施した

いということです。内容は、９月中旬から 10 月中旬にかけて、

３つの大きなカテゴリーに分け、インタビューもしくはヒアリ

ング調査を実施します。いかがでしょうか。 

委 員 インタビューは策定委員会と関係なく、行政がやり、実態調査

みたいに報告書を作るということですか。 

事務局 そのとおりです。 

委 員 ちょっと気になっているのですが、障害福祉計画を実のあるも

のにするということを目的に作業をしていくわけですが、計画

倒れにならないように、少しでも実現できることを実現してい

くということに大きな狙いがあると思いますが、その際に障害

者にとって１番大事なのは、生活基盤の問題だと思います。就
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労の機会や拡大、法定雇用率の問題もあります。雇用、収入の

問題が１番気になると思いますが、それに関連して生きがいの

問題や障害者が健常者と同じように生活の利便性や効率性を担

保されるような社会を作らなければいけないと思います。そう

いった場合に企業等のインタビューのあり方に工夫がいる気が

しました。久留米市には商工会議所という公的機関があります。

そこが久留米市内の企業を総括していて、情報伝達の機能もも

っているので、こういうところも大切にしてほしいと思います。

作業部会のメンバーを拝見しますと、未定の部分に雇用、就業

の分野がありますから、人選を大事にしてほしいと思います。

私は、企業の面から障害の問題をとらえていますが、企業にお

いて法定雇用率を守ればいいという、ある意味で帳面さえ消え

ればいいという受け止め方が無きにしも非ずです。ひとりでも

障害者を雇用していくことの実現を図っていくためには、企業

サイドの意識を高めていく努力をしないと障害者の社会での自

立支援にならないと思いますので、商工会議所や意識的に市内

の企業にターゲットを絞って、情報収集に力を入れてほしいと

思います。よろしくお願いします。 

委員長 貴重なご意見、ありがとうございます。 

副委員長 白石委員からおっしゃってもらいましたが、インタビューをす

るときに市民啓発をしていくことが大事です。先ほど上野委員

から事務局がやっていくのかという質問がありましたが、これ

こそ作業部員がしていかなければならないことだと思います。

骨子を作る大前提となるものだと思うので、インタビュー項目

もインタビュー先も大事だと思います。先ほど商工会議所など

という提案がありましたが、グループホームを作るときに、不

動産業者をまわるとどこも敬遠します。知的障害者と言っただ

けで敬遠されるといった実態です。個別のアパートを借りると

きも、保証人が問題になります。法人が保証人にならないとい

けません。法人がないところはどうするのだということなので、

そういうところが変わっていかないと地域移行はできません。

そこでヒアリングが啓発になると思うので、策定委員や専門員

が力を入れてやっていかなければならないと思います。 

委員長 行政だけに任せるのではなく、作業部会で担っていくことでは

ないかという意見でした。 
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事務局 大切なご意見だと思います。しかし、インタビューそのものの

作業については、大人数での対応は難しいと思います。障害者

の状況に対する聞き取り調査なので、対話的な部分があります。

それに１人、２人くらいが参加してもらうのはいいのですが、

作業部会全員でということは考えられません。インタビューの

やり方等について作業部会で十分検討させてもらえればという

考えです。 

委員長 はい、よろしいですか。インタビューの具体的な方策について

は作業部会等と事務局で話し合った上で実施していくというこ

とです。 

副委員長 確認なのですが、このインタビューや実態調査をもとに骨子が

決まりますよね。そのためにこの短い期間で重要なものとして

取り組むわけですよね。それは間違いないですよね。 

事務局 その資料、材料にあてるということです。そのまま骨子になる

ということではなく、骨子を作るための材料ということでご理

解いただきたいと思います。 

副委員長 策定委員等の全体のものにならないといけないということです

ね。この時期にするのですから。 

事務局 インタビューの内容については、作業部会で委員のみなさんに

情報としては流します。 

委員長 具体的なやり方については事務局と作業部会で打合せをして、

どういう形で実施していくか、そしてその結果をどう計画に生

かしていくかをつめていくということでよろしいでしょうか。 

委 員 こういうところを対象に入れた方がいいという意見をそこでだ

していくということですか。 

委員長 今、挙がっているところ以外にもあるかと思いますので、そう

いうご意見があれば。 

委 員 ただ施設と書いてありますが、久留米市内にはたくさんの小規

模作業所があるので、そういうところが２番目のサービス提供

事業者、施設等に入るのかと思いながら聞いていました。 

委員長 では議題３は承認されたということです。 

委 員 話を聞いていましたら、久留米市内のことだけで終わってしま

って、全国的に考えて久留米市がどの位置にいるのかがよく分

かりません。よくやっている方なのか、やっていない方なのか。



10 

全国的に久留米市の状況がどうなのか、「立ち遅れが指摘されて

いる～」と書いてありますが、市として進んでいるところや立

ち遅れているところが分からないと計画を作成できないのでは

ないかと思います。久留米市だけでの現状を把握しても、計画

はいいものにならないというか、平均的にならないという気が

しました。 

事務局 久留米市が全国でどういう位置にあるのかということについて

は、資料を整理してみなさんにだしていきたいと思いますが、

どう比較するのか、また全国と比較するデータが少ない状況に

あります。どういうものが実施されているのか、久留米市が独

自にしているのはどういうことなのか、分かる範囲で資料を集

めたいと思います。 

委 員 県外から転入していると思うので、インタビューで聞いてみた

らいいと思います。 

委員長 昨年、一昨年と馬場委員が中心になり「フォーラム inくるめ」

という障害者の問題を検討する催しがあり、一昨年は 1,500 人、

昨年が 1,000 人くらい、広範囲から参加してもらいました。そ

のとき、異口同音に聞いたことの１つは、学校教育が非常に進

んでいるということです。障害のある子どもを含めた教育への

取り組みは、非常に進んでいるのではないかということ。それ

から非常に地道な活動ですが、障害者雇用支援センター等で障

害者の就労に向けて支援策がとられています。障害児保育から

障害児教育まで、全国でも養護学校が市立であるのは非常に珍

しいです。厚生労働省から来た人も高く評価していたように覚

えています。井上委員がおっしゃったように、確かに久留米市

でも立ち遅れていることが多々あると思います。他の地域とど

う比較していくか、非常に大事なことかもしれません。同時に

久留米市で生活している障害当事者が、どういう問題に直面し

ているのかということも併せ、よく理解した上で久留米市独自

の計画を策定していくことが必要ではないかと思っています。 

委 員 やはり福岡市、北九州市と比べると見劣りします。でも筑後地

区の八女市、筑後市、大牟田市、柳川市とヘルパーの時間数を

比べると群を抜いています。だからその地区からの移住もある

と思います。久留米市の方が住みやすいということで。同じく

らいの人口規模でどれくらいのサービスができているのか調べ



11 

ると分かりやすいと思います。昨年久留米市は 30万都市になり

ました。また、作業所の設置数は 10 数か所あり、多いと思いま

す。学校の統合教育も早くからしています。ところが高校にな

かなかいけません。車イスの障害者が公立高校には行っていま

せん。そういうことも計画の中に盛り込んでいかなければいけ

ないと思います。福岡市では重度の障害者には 24時間介護がす

でに実現しています。なので、最重度の障害者は久留米より福

岡に住んだ方がいいと介護移住もあるようです。詳細に一つひ

とつを比べたわけではないですが、周りの実感としては筑後地

区の他の都市よりヘルパーについては充実しているのではない

かということです。行政の肩をもつわけではないですが。 

委員長 井の中の蛙になることなく、全国的な傾向としてどういう方向

にいっているのか、どこまで進んでいるのか、常に先進地域か

ら学ぶことも大事だと思います。ありがとうございました。イ

ンタビュー調査の件については、これでよろしいでしょうか。

それでは最後の議題に進みます。 

 

 

（４）障害福祉計画に関する基本指針（案）について 

○事務局より次第資料『障害福祉計画に関する基本指針（案）』を説明 

委員長 障害福祉計画ということで、とてもややこしいですね。前回の

プリントの中に市町村障害者計画というのがあります。これは

障害者基本法に基づく非常に幅の広い計画領域全般にわたって

計画が策定されています。それに対して障害福祉計画というの

はこの４月から一部施行され、10 月から全面的に実施される障

害者自立支援法に基づく障害福祉計画ということになります。

これ（障害福祉計画）は３年ごとに見直しをされ、23 年の第２

期の計画まで数値目標を定めることが国から謳われています。

ご説明があったように、具体的な数値目標をこの計画に盛り込

むことが国から示されています。このことについて何かご質問

がございましたら。 

副委員長 光益委員や児玉委員、磯田委員にお聞きしたいのですが、退院

可能精神障害者７万人の解消というのは可能な数字とお考えで

すか。教えていただきたいです。 

委 員 受け入れ条件次第だと思います。 
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副委員長 施設入所者の１割以上（を地域移行）というのは可能かなと思

いますが、精神障害者は分からないので教えてください。 

委 員 この「７万人」の根拠になった調査はとても大雑把なもので、

実際はそうではありません。そのため、県はもう１度長期入院

の患者についての調査をしています。数値を挙げるのは難しい

です。精神科の病棟の一部を退院支援施設に変換するとか新た

な施設を造るとか、いろいろ案はだしていますが、医療機関に

とっては病棟１つをそういう施設に変えるのは大変な決断がい

ります。推計ソフトで見込み値を入れたら数字がでてくるとい

うのも変な話です。 

事務局 推計については、訪問系や福祉サービスの方です。施設からの

地域生活移行にはあてはまりません。 

委 員 ７万人という数値がでたとき、社会的入院の全員解消は難しい

と思いました。施設や病院から地域へという数値目標も大事で

すが、サービス量も数値目標を設定した方がいいのではないか

と思います。そうしないと社会資源がなくて数字だけあっても

実現しない計画になります。 

委員長 サービスの量的な数値目標を各自治体で決めることはできます

か。 

事務局 はい。 

委員長 とは言っても、サービスの量に上限はないのですか。国の予算

はどうですか。 

事務局 際限なくどれだけでも、ということはないと思います。 

委員長 国からの制約で、久留米市はこれだけと割り当てられるのか、

勘ぐったりします。そういうことはないのですね。 

事務局 ないと思います。 

委 員 それは事務局に力があるかないか次第では。 

委員長 目標数値だけでなく、肝心の地域社会の受け皿としてどれだけ

必要なのかということです。 

委 員 ７万人ということを軸に考えれば、久留米市周辺でどれくらい

の方が入院していて、社会的入院にあたるのがおおよそ何％と

いうことが分かれば、平均的な数字で久留米市周辺の社会的入

院の人数が分かるのではないかと思います。アメリカでは一気

に施設を無くしたためにホームレスが増えたという話を聞きま



13 

す。要は受け入れ態勢をどう作っていくか。数字の根拠云々と

いうより、本来、施設のように管理されたところにいるという

ことが異常な事態で、日本では 30万人が社会的入院をしている

と言われているので、諸外国に比べて多いことが指摘されてい

ます。身体・知的・精神に関わらず、大きな目標は地域移行だ

と思います。久留米の地域でどれだけ受け入れ体制をつくって

いくのかということがこの計画の１番の目的だろうと思います。 

委 員 長期入院者については、先ほども言いましたが実態調査が始ま

り、僕も今調査票を書いている最中です。障害者計画だけでな

く、いろいろなことと連動していて、地域医療計画や介護保険

とも関わってきます。久留米市だけでというのは難しいです。 

委 員 高い目標をたてても予算がつくか心配です。よその市町村とも

話し合わないと。 

委員長 初めに数値ありきではなくて、実態があって、それに見合うサ

ービス量あるいは地域社会の受け皿の整備が重要だと思います。

基本方針としてはこういう形で障害福祉計画の策定にあたりた

いということです。先ほど私もややこしいことを言いましたが、

市町村の障害者計画は基本計画みたいなもので、介護保険で言

えば高齢者保健福祉計画のようなもの。非常に枠が広い計画で、

高齢者保健福祉計画の中に介護事業計画があるのと同じように、

障害者基本計画の中に障害福祉計画という障害者自立支援法に

基づく福祉計画があるということです。この障害福祉計画に数

値目標を設定しなさいということですが、いろいろな議論がで

ましたように、必ずしも初めに数値ありきではないということ

です。策定が進んでいく中で具体的に示されてくると思います

ので、そこで議論、検討していけたらと思います。一応基本方

針ということで承認していただけますでしょうか。はい、あり

がとうございます。 

２時間にわたりご議論いただきありがとうございます。ある障

害のある女性で、アメリカ人ですが、「私たち（障害当事者）抜

きにして、私たちのことを決めてほしくない」と発言された方

がいましたが、正に障害者計画が誰のために何のために策定さ

れるのかということを常に意識しておく必要があるのではない

かと思います。今後策定が進んでいく中で、みなさんのご協力

をあおがなければならないと思いますので、よろしくお願いし
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たいと思います。本日は長時間にわたりご議論いただきありが

とうございました。これにて終わらせていただきます。 

 

 

３．閉会（15時 00 分） 

 


